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令和６年第７回（定例）高砂市教育委員会 会議録【公開】 

 

 令和６年５月２３日午後３時高砂市教育委員会を高砂市役所南庁舎２階会議室２において

開会 

 

出席者 

 教育長     玉野 有彦 

 委 員     吉田 美香 

 委 員     山名 克典 

 委 員     神尾 信作 

 委 員     吉屋  章 

 

出席事務局職員 

 教育部長         木田  匠  教育推進室長       福本 典子 

 学校教育室長       平山 健二  学校教育室参事      矢野 仁之 

教育総務課長       石原 里美  生涯学習課長       四方 亮輔 

生涯学習課主幹      清水 一文  学校給食課長       山内 邦雄 

学校教育課長       福永 慎也  学校教育課主幹      高橋 千春 

青少年センター所長    長谷川竜平  学校教育課副課長     神吉 真紀 

健康こども部子育て支援室幼児保育課長    有城 大介 

 

本日の会議に付した事件 

議案 

 １ 令和６年度高砂市教育支援委員会委員の委嘱について 

 ２ 令和６年度高砂市特別支援教育専門家チーム委員の委嘱について 

 ３ 令和６年度高砂型学校運営協議会委員の委嘱について 

 ４ 令和７年度使用教科用図書高砂市教科用図書選定委員会委員の委嘱について【非公開】 

 ５ 令和７年度使用教科用図書加印地区共同調査員の委嘱について【非公開】 

 ６ 高砂市教育委員会事業後援について 

協議事項 

 １ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

を定めることについて（学校運営協議会） 

 ２ 令和６年高砂市議会６月定例会提出議案に係る意見の聴取について 

 ３ 高砂市立幼保連携型認定こども園教育・保育課程に関する意見聴取について 

 ４ 高砂市文化財保存活用地域計画（素案）について 

 ５ 高砂市新たな学校づくり推進計画の策定について 
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 ６ 学校教育ビジョン（Ｓｔａｒｔ ａ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）の作成について 

報告事項 

 １ 庁内委員会委員の任命について 

 ２ 令和６年度図書館指定管理者の公募について 

 ３ 高砂市教育委員会事業後援について 

その他 

 １ ６月行事予定について 

 ２ 高砂市教育委員会点検・評価の評価項目について 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

午後３時００分 教育長本日の会議を宣言、会議録署名委員に山名克典委員と神尾信作委員 

を指名 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  議案１ 令和６年度高砂市教育支援委員会委員の委嘱について 

 

○教育長   議案１ 令和６年度高砂市教育支援委員会委員の委嘱について、事務局より説

明をお願いいたします。 

○事務局   今年度はこの22名に委嘱をさせていただき、児童生徒の学びということの保障

に努めてまいりたいと考えております。新しく考えておりますのが７名です。７

月18日の木曜日を第１回として、10月24日の木曜日までの５回と考えております。 

○教育長   事務局より説明が終わりました。御質問、御意見ございませんか。 

○委員    一言いいですか。 

○教育長   どうぞ、お願いいたします。 

○委員    ３番目の山名愛ですが前は小林先生がおられたんですけども、入替えをしても

らうことになりました。行く行くは僕が外れたいと思っていますので、その流れ

をつくっておきたいと思います。 

○教育長   分かりました。 

 他に御意見、御質問ございませんか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   御意見、御質問ないということなので、可決することとしてよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   議案１については、原案どおり可決するということで決定いたしました。日程

の方もこのようにさせていただくということも、併せてお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  議案２ 令和６年度高砂市特別支援教育専門家チーム委員の委嘱について 

 

○教育長   議案２ 令和６年度高砂市特別支援教育専門家チーム委員の委嘱について、事

務局より説明をお願いいたします。 

○事務局   委員の構成につきましては、心理の分野で１名、教育の分野で３名の方が新し

い方となっております。専門家チームの方々には、これまでも様々な障害に対し、

望ましい教育的支援を行うために、大きなお力添えをいただいているところでご

ざいます。今年度はこの13名に委員を委嘱させていただきたいと考えております

ので、御審議をよろしくお願いいたします。 

○教育長   事務局より説明が終わりました。専門家チームの委員名簿を御覧いただいて、

御意見、御質問ございますか。 

（休憩 午後３時０３分） 
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（再開 午後３時０５分） 

○教育長   他に御意見、御質問ございませんか。可決することとしてよろしいですか。 

 では、議案２につきましては、原案どおり可決することと決定いたしました。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  議案３ 令和６年度高砂型学校運営協議会委員の委嘱について 

 

○教育長   議案３ 令和６年度高砂型学校運営協議会委員の委嘱について、お願いいたし

ます。 

○事務局   前回の教育委員会でも委嘱について諮ったんですけども、そのときにはまだ間

に合っていなかった学校から出てきましたので、推薦者一覧表として示させてい

ただいております。委嘱について御審議どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長   議案３、伊保小、伊保南小、中筋小、米田小、米田西小、荒井中、宝殿中、鹿

島中の学校運営協議会委員でございます。御意見、御質問ございませんか。 

○委員    学校評議員からの継続で、非常に長きにわたってその中学校、小学校を担当し

ていただいて、本当にお世話になっているという面と、組織が変わったので、そ

こでメンバーの入替えもありだろうというようなことも出ると思います。 

 活動年数が３年とか新と記載されていますが、３年というのはもちろん学校

運営協議会の評議員という形になって３年ですね。でも、それ以前の学校評議

員から務めていらっしゃる方もかなりいらっしゃると思うんです。新というのは

恐らくＰＴＡの役員さんということだと思うんですが、大ざっぱでいいんです

けども、学校評議員会、評議員からの継続でずっとされている方と、また新た

に今回替わった方、大体どのぐらいの割合か、ざっと分かりますか。 

（休憩 午後３時０８分） 

（再開 午後３時２８分） 

○教育長   他に御意見、御質問ございませんか。可決することとしてよろしいですか。 

 では、議案３につきましては、原案どおり可決することと決定いたしました。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  議案４ 令和７年度使用教科用図書高砂市教科用図書選定委員会委員の委嘱につ

いて【非公開】 

議 事  議案５ 令和７年度使用教科用図書加印地区共同調査員の委嘱について【非公開】 

 

○教育長   議案４ 令和７年度使用教科用図書高砂市教科用図書選定委員会の委員の委

嘱についてと議案５ 令和７年度使用教科用図書加印地区共同調査員の委嘱に

ついては非公開でお願いしたいんですが、いかがでしょうか。 

（賛成者挙手） 

○教育長   それでは、挙手がありましたので、非公開としてさせていただきます。 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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（非公開のため別途会議録作成） 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  議案６ 高砂市教育委員会事業後援について 

 

○教育長   それでは、議案６ 高砂市教育委員会事業後援について、事務局より説明をお

願いいたします。 

○事務局   事業の名称は「子育て世代のためのマネーセミナー ～親としてできること～」

ということで、最近増えてきておりますマネーセミナー的なもので、今まで承認

でいただいていたのは子どもと保護者が一緒に参加するものなんですけども、今

回出てきたのは子ども対象ではなくて保護者、親が対象となっています。事務局

としましては、目的として子どもの教育活動というところで後援ができるのかな

というところで疑義が生じましたので、審議していただきたく提案しております。 

○教育長 議案６後援申請書について、御質問ございませんか。御意見ございませんか。 

○委員    こういう形の親の教育、親学というのは今、非常に大事とされているんですけ

ども、こういうのを企画していくのはどこの課になるんですか。子育て支援課と

かないのですか。教育委員会では、先ほどおっしゃったような子どもに実際関わ

ってくるような事業だと思うんですけど。 

○教育長   令和６年の承認実績を見ますと、他市では教育委員会や市長部局が承認してい

ます。 

○委員    ファイナンシャルという形の業者といったら、有名人をかたっての詐欺とか今、

すごくＳＮＳで問題になっていますね。それと同じあって、結局、やっている本

体そのものは確実に把握できてない、しかも、これは資産形成に関して、資産運

用とかを教育委員会が後援するって、全然筋が通ってないという気はします。吉

屋委員も言ったように、教育委員会が絶対関わるようなことと違うのでとても賛

成できません。 

○委員    私も教育委員会じゃなくて、こういうのを市として推していくのであれば、ほ

かの課かなと思います。 

○委員    参加対象を保護者としていますが、どんな範囲のどの保護者なのかというのが

すごい曖昧な対象じゃないですか。 

ここが一番いいということで選んだんならいいですけど、ここだけが来ていて、

これを選ぶというのは、とてもじゃないけど怖くてできません。ほかにもいろい

ろこういうことをリモートで指導してくれる団体はありますよね、その中で唯一

こちらにアクションを起こしたところだけを受け入れるというのは、私は怖いな

と思いますので、もし受け入れるのであれば、幾つも検討した上でここがいいと

いうところを選んでいただけたら、ありがたいと思います。 
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○委員    まず１つは参加費の徴収は行いませんというのがあります。あと、この中身は

本当に大事な大きな課題なのでやってあげたいと思うのですけど、皆さんのお話

を聞いて、なるほどなと思う部分も多いので悩んでいます。 

 ただ、それは教育委員会がすべきなのか、ほかがすべきかというのは、よく僕

も判断できないんですが、過去の事例とかを見ると、教育委員会がやっていると

いう実績もあったりするので、教育委員会が受けたとしても、それほど間違った

選択ではないのかなと思います。 

（休憩 午後３時５９分） 

（再開 午後４時０２分） 

○教育長   今、教育委員の方々に御意見をいただくと、教育委員会の後援名義申請でやら

なければいけないということは限定できないのではないか、それから、実態が把

握できないがゆえに、不透明な部分を後援申請できないのではないか、限定され

た、高砂市でやるとか、高砂市の保護者というのであればいいが、それが明記さ

れてないので、承認はできにくいという形で御意見をまとめさせてもらってよろ

しいですか。  

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   議案６の事業後援は否決させていただきます。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  協議事項１ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を定めることについて（学校運営協議会） 

 

○教育長   続きまして、協議事項に移らせていただきます。 

 協議事項１ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を定めることについて（学校運営協議会）、事務局より説

明をお願いいたします。 

○事務局   このたび高砂型学校運営協議会を学校運営協議会という形に変える規則を定

めますが、委員の報酬につきましては、この特別職報酬条例に定める必要があり

ますので、協議事項として上げさせていただいております。日額を3,000円とし

ております。高砂市の特別職は、9,000円という額が多いんですけども、近隣市町

を参考に3,000円ということで定めているところです。  

○教育長   事務局より説明が終わりました。質問、御意見ございますか。 

○委員    この日額というのは、時間関係なしに、１回やればということですか。 

○事務局   はい、そういうことです。 

○委員    こういう活動をされている方の中には、報酬を頂くことに抵抗を感じられる、

そういうつもりでやってないという方もいらっしゃると思うんです。そういう方

は報酬より活動のための材料費を出してほしいと、ちょっとでも子どものために
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お金を出しいてほしいという人が多いと思うんですね。そういう意味で、委員さ

ん方は納得してくださってますか。大丈夫ですか。 

○委員    今、委員の言われたのも１つの意見だろうと思うけど、僕はそれなりの報酬を

出して、それなりの責任を持ってもらわないといけないと思います。 

（休憩 午後４時０８分） 

（再開 午後４時３６分） 

○事務局   休憩中にいろいろ論いただいたんですけども、やはりこのたび法律に基づいた

学校運営協議会を立ち上げますので、委員は法律に基づく非常勤ということで、

委員さんには丁寧に説明して報酬を支給していきたいと考えます。 

○教育長   よろしいですか。他に御意見、御質問ございませんか。よろしいですか。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは、協議事項１については協議の上、原案どおりで了承しますというこ

とでお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  協議事項２ 令和６年高砂市議会６月定例会提出議案に係る意見の聴取について 

 

○教育長   協議事項２ 令和６年高砂市議会６月定例会提出議案に係る意見聴取につい

てお願いします。 

○事務局   市長の方から教育委員会に対しまして、６月定例会提出議案に係る意見の聴取

がございます。今回の提出議案は、高砂市新たな学校づくり推進審議会条例と高

砂市いじめ問題調査委員会条例の制定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の改正条例制定の条例案と、１回令和６年度高砂市一般会

計補正予算についてでございます。 

 高砂市新たな学校づくり推進審議会の条例につきましては、高砂市における小

中学校の適正な規模や配置を定め、校区の再編を図り、今後の学校施設のあり方

を検討し、実現するための整備計画を策定するための審議会設置に関する条例で

公布の日から施行し、令和９年９月３０日まで３か年かけて策定するものです。 

 高砂市いじめ問題調査委員会条例につきましては、いじめの重大事態が発生し

た際、いじめ防止対策推進法に基づき、事実関係を明確にするための調査を行う

ための調査委員会を設置するための条例で令和６年７月１日から施行するもの

です。 

 この２つの条例につきましては、以前教育委員会で協議させていただき、その

後、例規審議会等を経て、幾らか文言修正等はございますが、趣旨は大きく変わ

らないものとなっております。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用につきましては、先ほど協議事項

１の方で説明しております。 

 第１回令和６年度高砂市一般会計補正予算について、歳出一番上の学校のあり
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方検討事業は、1,689万7,000円を計上しており、経費の内容は、新たな学校づく

り推進審議会の委員報酬や計画策定業務委託業者への委託料で、令和６年度につ

いては、審議会の設置やアンケート調査、住民説明会などを行うものとしており

ます。令和７年度から９年度につきまして、債務負担として3,135万円を計上し

ております。 

 ２つ目の中学校施設建設事業の236万円と、３つ目の小学校施設建設事業の155

万4,000円は、改修工事に伴うアスベスト測定費用となっております。 

 ４つ目の高等学校奨学金支給事業は、一般市民の方から寄附金50万円をいただ

いたものを高等学校奨学金に使ってほしいということの意向を受け、財源充当を

行ったものでございます。 

 ５番目の地域とともにある学校づくり推進事業259万8,000円は、学校運営協議

会の会議や研修会の実施、物品の購入等に係る経費や委員の報酬等を計上してお

ります。 

 ６番目の不登校問題対策推進事業の407万5,000円は、不登校問題の対策を進め

るため、のびのび教室のサテライト教室を増設し、不登校問題等相談員を配置す

る費用等を計上しております。 

 ７番目の情報教育管理事業の107万円は、現在の小中学校での連絡ツールにつ

きましては機能が限定的であるため、有償版を導入しまして、個別配信や簡易ア

ンケート、緊急時の一斉連絡等の可能となる有償版の費用を計上しており、特定

財源として、デジタル田園都市国家構想交付金のデジタル実装タイプ53万5,000

円が入る予定となっております。 

 ８番目の体力・運動能力向上事業の20万円は、新体力テストにおける個別課題

に関する実践研究を市内小学校１校で実施し、効果的な取組について、市内、県

内に広く周知をし、児童生徒の体力向上につなげるものとしており、県支出金の

委託金20万円の歳入を充てるものとしております。 

 ９つ目の青少年センター運営管理事業27万4,000円は、いじめの重大事態が発

生したときの事実関係の調査を行う委員報酬等を計上しております。 

○教育長   事務局より説明が終わりました。御意見、御質問ございませんか。 

○委員    不登校の問題のところで、のびのび教室を生石センターと南庁舎を中心に、市

内各所においてサテライト教室を増設するとありますが、どんな感じなんですか。 

○事務局   今考えておりますのが、南庁舎５階にあります会議室２を、市長部局と調整し

て使えるように手配を進めているところです。 

 それと、市内各所というところは、地域交流センターで、そこは常設ではない

ですけども、今月は何教室開催しますよというように進めていけたらと考えてお

ります。 

○委員    どこの地域交流センターですか。 
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○事務局   そこはまだ、どこというのは分からないんですけども、例えば曽根やったら曽

根、北浜やったら北浜といったところを使わせていただけたらなというところで、

まだ、確定してません。 

○委員    加古川市が４か所ですよね。それで高砂市はのびのびと南庁舎。 

○事務局   今あるのは教育センター内ののびのび教室が１か所で、これが通りましたら、

南庁舎の５階で（仮称）いきいき教室を加えて２か所に増えることになります。 

○委員    いじめ対策推進事業なんですけども、実際どのぐらいの頻度で行われているの

か。内容もお聞きしたいんですけども、何か事が起こって皆招集したことが近年

あったんでしょうか。それとも定期的に、予防も含めて、こういう委員会が開催

されているのでしょうか。 

（休憩 午後４時４８分） 

（再開 午後５時５４分） 

○事務局   いじめに関しまして、予防的な取組としましては、ふだんから各校の生徒指導

担当が集まって情報交換を行ったり、未然防止、早期発見、早期対応について研

修の方を行っております。もし重大事態が発生した場合に、いじめ問題調査委員

会というものを立ち上げ、調査に当たるというような形でこの条例を提出してお

ります。 

○教育長   よろしいですか。御質問、御意見ございませんか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは、協議事項２については協議の上、原案どおりで了承しますというこ

とでお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  協議事項３ 高砂市立幼保連携型認定こども園教育・保育課程に関する意見聴取に

ついて 

 

○教育長   協議事項３ 高砂市立幼保連携型認定こども園教育・保育課程に関する意見聴

取についてでございます。事務局より説明をお願いします。 

○事務局   地方行政の組織及び運営に関する法律第27条第１項の規定に基づき高砂市教

育委員会に意見を求めるものです。 

認定こども園は幼稚園と同様に、高砂市就学前教育・保育の計画に基づき教育・

保育課程を編成しており、資料の前半は、令和５年度の特色について、各園で評

価と改善を行い、その内容が記載されております。後半には、各園の令和６年度

教育・保育課程の編成方針として、教育・保育目標と努力目標及び特色が記載さ

れ、ゼロ歳児から５歳児までの年間指導計画を添付しております。 

 ３の特色については、昨年度教育委員の方から、各園、何か１つポイントとな

る特色を掲げる方がいいのではないかという御意見をいただきましたので、今年

度は各園見直しをしております。 
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 年間指導計画は、本来なら園ごとに提出すべきですが、高砂市内共通の年間指

導計画のため、また、ペーパーレス化の観点から一部のみを添付しております。

年間指導計画は、高砂市の公立園が作成したもので、行事や小学校、また、地域

との連携の場所を、少しずつ異なってはいきますが、市内の子どもたちが隔たり

なく、同じ教育・保育を受けることができるように統一されております。各園で

は、この年間指導計画を基に月の指導計画、また、週の指導計画を作成し、日々

の教育・保育を行っております。 

 教育・保育課程の内容につきましては、学校教育課にも御確認いただき、適正

であると判断していただいておりますことを御報告いたします。  

○教育長   ありがとうございます。御意見、御質問ございませんか。よろしいですか。 

○委員    幼稚園はないのですか。 

○教育長   幼稚園は今現在、教育委員会管轄なのでありません。 

 要約すると、高砂こども園は異年齢を中心に特色を考えて、荒井こども園は公

立、民間も併せて、５歳児で連携を進めていくというのが特色で、伊保も異年齢

が特色になります。中筋は自然環境を生かしていくということ、曽根は民間園、

小中学校との交流を特色化していき、米田は地域とともにある園づくり、阿弥陀

と北浜は自然ということで活動を進めていくということでよろしいですかね。 

○事務局   この資料については、かなりボリュームがあるので、来年度は事前に配付でき

るような形で対応させていただきたいと思います。 

○教育長   申し訳ないです。お願いいたします。御質問、御意見ございませんか。よろし

いですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは、原案どおりで了承しますということでお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  協議事項４ 高砂市文化財保存活用地域計画（素案）について 

 

○教育長   協議事項の４ 高砂市文化財保存活用地域計画（素案）について、事務局より

説明をお願いいたします。 

○事務局   この計画は、歴史文化を示す文化財を今後将来に向けてどのように保存し、有

効に活用すべきかといった計画作成を令和４年度から進めていましたが、このた

び全体像が作成できましたので、お示しをするものです。 

 １章、２章で高砂市の文化財のこれまでの特徴を、第３章には高砂市の歴史文

化を裏づける特徴をテーマ設定を、４章、５章に現状と課題、６章には、具体的

に文化財を保存活用する方針、具体的な措置を、第７章、第８章、最後に資料編

をつけております。 

 令和６年６月３日から意見公募、パブリックコメントを実施し、市民の方から

の御意見を諮りながら、12月頃に国の認定申請を目指して順次作業を進めてまい
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ります。 

○教育長   資料の量が多いのでゆっくり見ていただき、御意見をいただくということでよ

ろしいか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは了承いたしますので、生涯学習課の文化財担当に連絡いただきますよ

うお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  協議事項５ 高砂市新たな学校づくり推進計画の策定について 

 

○教育長   続きまして、協議事項５ 高砂市新たな学校づくり推進計画の策定について、

事務局より説明をお願いします。 

○事務局   計画策定の目的は、児童生徒数が今後も減少する見込みである一方で、情報化

やグローバル化の進展など教育環境は変化し、施設の老朽化対策や冷暖房対策、

バリアフリー化、避難所機能の強化といった施設の課題も増大しています。そう

いった教育環境の変化や施設課題に対応し、将来を見据え、児童生徒に最適な教

育環境を持続的に提供するためです。 

 計画の主な内容は、小中学校の適正な規模及び配置を踏まえた校区の再編計画、

未来を見据えた施設の在り方、どの時期に整備していくのかを示した整備計画の

作成です。 

 委託内容は、アンケート調査業務と計画策定支援業務です。 

 附属機関として審議会を設置し、適正規模・と適正配置と施設の在り方につい

て、答申をいただこうと考えております。それを受け、教育委員会事務局の方で

素案を作成し、計画策定を行い、教育委員会にお諮りしたいと考えております。 

 ６月議会で予算確保できましたら、令和９年９月に計画決定する予定です。 

 市民、児童、生徒、保護者、教職員へのアンケート調査を 11 月頃に行い、現状

や課題等の整理を行います。令和６年度末に諮問を行い、令和７年度より、審議

会で検討を始めます。令和７年度は適正規模・適正配置、令和８年度は施設の在

り方を主に検討する予定で、その際には、それぞれ児童生徒、保護者、教職員、

地域に対してワークショップなど、適切な手法でしっかりと意見をいただいた上

で検討していくという形を取りたいと考えております。 

 教育委員会事務局への答申は令和８年度末頃と考えております。この答申を受

けまして、教育委員会事務局の方で素案を作成しますが、その際に、整備計画を

合わせて、素案を作りたいと考えております。その後、パブリックコメントや市

民説明会を経て、令和９年９月の教育委員会に計画決定についてお諮りしたいと

考えております。 

 教育委員会には、適宜状況を報告いたしまして、御意見を賜りたいと考えてお

ります。 
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○教育長   ありがとうございます。御質問、御意見ございますか。 

○委員    住民の関心も非常に高い大きな課題だと思いますので、しっかりと考えて検討

していかなければいけないと思います。 

 ちょっと気になったのはスケジュールなんですが、市民説明会が今年と最終年

度の２回になっていますが、その間に中間報告というか、進捗報告というか、そ

の辺も入れていかれた方が良いと思います。先ほど教育委員会には適宜説明しま

すというお話がありましたけども、市民にどれだけ丁寧に説明できるかというの

が大きいと思いますので、これから検討していく中で、その真ん中辺で進捗状況

も市民の人に説明できるようなことがあった方がいいのかなと感じました。 

○事務局   まず６年度は、この計画策定の必要性を共有したいと考えており、そういった

ことを説明会でお話ししたいと思っています。令和７年度、令和８年度は、説明

会の予定はここには入れておりませんが、この審議会の内容は全てオープンで、

ＳＮＳ等々を通じて公開していきたいと思っています。おっしゃるとおり、令和

７年度末あたりに説明会をする方向で検討していきたいなと思っています。 

○委員    よろしくお願いします。 

○教育長   よろしいか。分かりました。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは 協議事項５は承認いただいたということにさせていただきます。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  協議事項６ 学校教育ビジョン（Ｓｔａｒｔ ａ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）の作成につ

いて 

 

○教育長   協議事項６ 学校教育ビジョンの作成について、お願いいたします。 

○事務局   高砂市のこれからの学校教育ビジョンをこのような形で教職員、保護者、地域

の方へ示していきたいということで作成したものです。今回、教育委員の方々に

見ていただきまして、印刷をかけたいと考えておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。  

○教育長   御質問、御意見ございますか。 

○委員    このスタートアップビジョンというのは今年度版ですか、それとも、これから

３年、５年は使うのですか。それによって文言が変わってくると思います。例え

ば中学校の部活の地域移行は、令和５年から７年となっていますが、今後も同じ

文言で使う予定なんですか。 

○事務局   おおむね年度を入れておりませんので、これを継続して何年かは使っていくと

いうことで位置づけております。 

○委員    その間に表現的に微調整とかは当然出てくるかもしれませんが、それはあんま

り考えていらっしゃらない。 
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○事務局   今のところは、早急に新しいバージョンに変えることは考えておりませんが、

やはり時代というのは速く流れておりますので、どうしても文言等直さないとい

けないことが出てきましたら、そのときは対応を考えていきます。  

○委員    ビジョンということで、現状としてやっていることとかいろんなことがあると

思うのですけど、例えば右側のほっとかへん学びのところで、例の３で、日本語

指導の推進とあります。これ、「配置します」となっていますが、これから先、配

置しますという意味ですか。もう配置しているのでしょう。 

○事務局   配置しています。 

○委員    あるのに、「配置します」となっていますが、「配置します」といったら、今か

らするという感じがするので、さらに充実させるとかもっと進めるとかいう表現

でもいいと思います。同じように将来に対しては、します、させます、進めます

と記載されています。 

○教育長   この日本語指導の推進については、母語が日本語じゃない子が増えてくるであ

ろうということを想定して、サポート員は入っていますが、人数を増やすという

意味で「配置します」という表現にしています。「配置を充実します」という表現

に変えてもいいと思います。 

○委員    「します」というと、先送りしている言葉で今やってないという取り方になっ

てしまうので、やっているのはやっていると、さらに進めていくのだったら進め

ていく、充実させるのだったら充実させるという形がいい思います。 

○教育長   分かりました。課長、ちょっと検討をお願いします。 

 他にございませんか。 

○委員    これを各保護者にもお渡しするんですか。 

○教育長   はい。 

○委員    そうでしたら、ある意味すごいたくさんのお約束をするという感じですね 

○教育長   委員が言われたように、実際にもうやっているところは深めていくとか、人数

を増やすとか、そんな形のお約束になります。ただ、委員が言われたように、確

定していないところは文言が変わっていくように思います。例えば部活動の地域

移行については、方針決定したら修正が必要と思っています。 

そんな形でよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは 協議事項６は了承します。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  報告事項１ 庁内委員会委員の任命について 

 

○教育長   報告事項１ 庁内委員会の委員の任命について事務局よりお願いいたします。 

○事務局   ５月１日現在までの各課からの庁内委員会委員の任命依頼一覧となります。今

後も各課より承認依頼があった際には、その都度、御報告させていただきます。 
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○教育長   報告事項１につきましては、御意見ございますか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   それでは 報告事項１は了承します。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  報告事項２ 令和６年度図書館指定管理者の公募について 

 

○教育長   続きまして、報告事項２ 令和６年度図書館指定管理者の公募について、事務

局より説明をお願いいたします。 

○事務局   今年度が第２期目の最終年度となっておるため、図書館の指定管理者の公募を

資料にあるようなスケジュールで行っていきたいと考えております。 

○教育長   御質問、御意見ございますか。大丈夫ですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   報告事項２は了承します。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  報告事項３ 高砂市教育委員会事業後援について 

 

○教育長   報告事項３ 高砂市教育委員会事業後援について、お願いいたします。 

○事務局   １番から３番及び５番については生涯学習課、４番及び６番から９番までが学

      校教育課で、それぞれの日に申請を受け、承認決定をしております。 

○教育長   御質問、御意見ございますか。新規のものは入ってないですよね。 

いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長 報告事項３は了承します。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  その他１ ６月行事予定について 

 

○教育長   その他１ ６月行事予定について、事務局よりお願いいたします。 

○事務局   小学校の修学旅行や自然学校、中学校の野外活動等の行事予定を入れさせてい

ただいております。 

○教育長   説明が終わりました。御質問ございませんか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長 その他１は了承します。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

議 事  その他２ 高砂市教育委員会点検・評価の評価項目について 

 

○教育長   その他２ 高砂市教育委員会点検・評価の評価項目について、お願いいたしま

す。 
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○事務局   今年度は第３期教育振興基本計画の最終年度となります。 

 前回と同様に、評価指標があるもの、また、指標を持って行っている事業を中

心に、教育委員会点検・評価の評価項目を30個程度選定願います。 

○教育長   説明が終わりました。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○教育長   その他２は了承します。 

 以上で本日の議題は終わっているんですが、その他ありますか。 

○事務局   荒井幼稚園のお話を少しだけ担当の方からさせますので、よろしくお願いしま

す。 

○事務局   荒井幼稚園の令和６年度の園児数は、３歳児５名、４歳児２名、５歳児10名の

合計17名となっており、令和７年度は、４歳児５名、５歳児２名の合計７名の予

定となり、令和７年度以降の園児数も見込めない状況であります。 

 このような急激な園児数の減少に伴い、荒井幼稚園を荒井こども園に統合する

方向で検討を始めることは、昨年度の定例教育委員会でも御報告をさせていただ

いております。 

 また、令和５年度に実施しました保護者説明会では、令和６年度以降の予定園

児数をお示しした上、望ましい幼児教育を行っていくためには、一定規模の集団

の中で教育・保育を受けることが望ましいという観点から、令和７年度より荒井

こども園と統合する方向で検討していく旨の説明を行いました。その説明に関し、

保護者からの意見は特になく、理解を得ることができました。 

 つきましては、令和７年度より荒井幼稚園を荒井こども園に統合する方向で今

後、諸手続を進めていきたいと考えております。  

○教育長   よろしいですか。７年度から、こども園と一緒にする形で御理解いただけます

か。 

○委員    統合したら、幼稚園の敷地はどうされるんですか。 

○事務局   学校の方で何か使えないか、学校と協議しまして、使うことはないということ

になりましたら、全庁的に検討をする委員会がございますので、そこで検討しま

して、進めていくというような形になっていくように思います。 

 休憩よろしいですか。 

（休憩 午後５時３０分） 

（再開 午後５時３２分） 

○教育長   よろしいですか。 

                                           

   令和６年５月２３日 午後５時３２分 教育長会議の閉会を宣告 

                                          

 


